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平成 6年 5月 に 「児童の権利に関する条約」が発効 し,子 どもの人権に改めて大 きな関

心が寄せ られ るようにな りました。学校教育においても,児 童生徒の人権に十分配慮 し)

一人一人を大切にする教育指導や学校運営 を行 うことが一層求められています。

特にぅ各教科 ,道 徳 ,特 別活動の指導等の教育活動において,児 童生徒に対 し)そ の発

達段階に即 して,基 本的人権や男女平等 ,ポ ランティアな どの意識を高めることはもとよ

り,全 教育活動において人権尊重の教育を推進 し,児 童生徒に対 し望ましい人格の形成 を

図るよう努める必要があ ります。

しか しなが らぅ近年 ,全 国的に教職員の不祥事がマスコ ミをにきわしている中,本 県に

おいても,児 童生徒に対する人権尊重の意識やモラルの欠如から,教 職員による不祥事が

起 きて しまいました。

たとえ一人の不祥事であつても,絶 対にあってはな らないことです。これ まで多 くの教

職員が築 きあげて きた教育界に対する信頼 を一朝―夕に して損ねて しまうものです。

このたび ,『信頼 される教職員をめざして』 というタイ トルで本冊子 を作成 しました。

本冊子は ,「教職員の使命感」「教職員の服務」「児童生徒の人権」をテーマに,教 職員の

意識の高揚 を図ることを目的 としていまづ。

、 ) こ の冊子 を手に した教職員のみなさん一人一人が日頃の教育活動を振 り返 り,教 職員 と

しての在 り方を問い直 していただ くとともに,児 童生徒の人権 を尊重 した学校教育の在 り

方について認識を深め,不 祥事の防止に向けて取 り組んでいただきたいと思います。

児童生徒一人一人を大切にした教育が一層推進され,魅 力ある学校づ くりが促進される

ことを願 つてやみ ません。

は じ め に

平成 12年3月

沖縄県教育委員会

教育長  翁 長 良 盛
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教育は,「自分さが しの旅」を扶ける営み といわれている。 そ の

ためには,学 校でのすべての生活をとお して,児 童生徒一人一人が

かけがえのない一人の人間として大切 にされ,存 在感 と成就惑 を味

わいぅ心豊かな人間性 を培 うことが大切である。

1  児 童生徒は ,一 人一人がかけがえのない存在である。

教師としての使命感

◎ す べて国民はぅ法律の定めるところによ り,そ の能力に応 じて,ひ としく教育 を受け

る権利 を有する。(憲法第26条第 1項 )

◎ わ れ らはぅ個人の尊厳 を重ん じ,真理 と平和 を希求する人間の育成を期するとともに,

普遍的に して しかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底 しなければならな

も、。(教育基本法前文)

◎ 教 育は,人 格の完成 をめざ し,平 和的な国家及び社会の形成者 として,真 理と正義を

愛 し,個 人の価値 をたつとび,勤 労 と責任を重ん じ,自 主的精神に充ちた心身ともに健

康な国民の育成 を期 して行われなければな らない。(教育基本法第 1条 )

◎ す べて国民は,ひ としく)そ の能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければな

らないものであつて,人 種 )信 条 ,性 別 ,社 会的身分,経 済的地位又は門地によって,

教育上差別されない。(教育基本法第 3条 )

◎ 児 童生徒のよい点を見つけてやろうという努力の心 と,児 童生徒 を心底愛する心を大

切 に したい。

◎ 児 童の教育および指導について責任 を有するものは,児 童の最善の利益をその指導の

原則 としなければな らない。(児童権利宣言第 7条 )

◎ 締 約国は,児 童の教育が次のことを指向すべ きことに同意する。

(児童の権利に関する条約第29条第 1項 )

(a )児 童の人格 ,才 能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達

させること。

(b)人 権及び基本的 自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重 を育成すること。

(c)児 童の父母,児 童の文化的同一性 ,言 語及び価値観 ,児 童の居住国及び出身国の

国民的価値観並びに自己の文明 と異なる文明に対する尊重を育成すること。

(d)す べての人民の間の,種 族的ぅ国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である

者の間の理解 ぅ平和 ,寛 容 )両 性の平等及び友好の精神に従い,自 由な社会におけ

る責任ある生活のために児童に準備させること。

(e)自 然環境の尊重を育成すること。
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2 教 師としての使命感を大切にしよう。

教師 という仕事は,未 来 に生 きる児童生徒を育てる崇高で手応えのあるものである。言

い換えれば,教 師の在 り方が児童生徒の将来を左右 しかねない。また,児 童生徒への指導

場面だけでな く,保 護者や地域住民に対 しても使命感にあふれた言動 ,対 応が とれるよう

にしたい。

◎ 学 校教育は,教 師 と児童生徒 との人間的なふれあいの中に立つもので)教 師のちよつ

とした言動が児童生徒の行動や心情に深 く影響 を与える。

◎ 教 師の 目は,児 童生徒 を 「見つめる日」「見つける目」「見守 る目」で正 しい児童生

徒観に立脚 した教育に対するプロの日で子 どもの心に触れ,や る気 と生 きる力の支えに

なるよう努力を続けたいものである。

◎ 日 々成長を続ける児童生徒 ,そ れに伴い揺れ動 く心にその時々に適切な指導を加えな

ければな らない教師の仕事は重大である。

◎ 児 童生徒 を教え育て,次 の時代 を託すという教師の役割を自覚 しよう。

◎  「 人づ くりを行 う先生は,い わば国家の大工さんだ。名大工さんは,人 づ くりを木づ

くりと考えることが必要だ。つまりぅ育てられる木が何の木かと見抜いて,そ の人間に

見合 つた教育をしてほ しい。教育 というのは,い わば学ぶ者の前に横たわっている川 を

渡る智恵 と勇気 と技術を教えることだろう。 しか し,川 を渡すからといって,た だ橋 を

架ければいいということではない。学ぶ者は,川 上にもいるし川下にもいる。道のない

ところにもいるだろう。 どうか先生は,導 かれる者がいる場所 ,い る場所から,彼 岸 に

渡れるような教育を行 つてもらいたい。」(月巴後落 6代 目落主細川重賢の言葉 )

教師 とい うお仕事は)想 像以上に大 きなものです。ある意味で特権 を持つていると

思います。ちょっとした一言が,子 供たちを良 くも悪 くもして しまう。

23・24歳のある程度人間的に出来上が りつつある医学生を相手に講義 していても,

ふと自分の言葉が彼等にどんな影響を及ぼすだろうかと,身 の引き締まる思いをする

ことがあ ります。

どうぞ,沖 縄の子供たちが誇 りを持 つて自分たちの文化 を大切に し,よ り正 しく生

き抜いていけるように御指導 くださいますよう,自 分の命 も人の命 も大切にする人間

に成長 しますよう御指導 ください。

ある卒業生からの手紙
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3 家 庭や地域社会との連携を深めよう。

学校教育 ・家庭教育 ・社会教育がぅそれぞれの機能 を発揮 しつつ,相 互に補完 しあうこ

とが必要である。そのために,教 師は積極的に地域社会にとけ込み,保 護者や地域住民 ・

教師が深い信頼関係 を築 くことが重要である。

◎ 教 師は,子 どもを取 り巻 く環境の理解者になること。

◎ 保 護者の悩みを真剣に受け止めて くれる教師になること。

◎ 教 師は,地 域社会 をよく理解すること。

◎ 教 師に対する保護者,地 域からの批判や要望は ,教 師に対する強い期待の表れである

と)謙 虚 に受け止めたい。

◎ 保 護者が求める教師像の例

(1)教 育者 としての使命感に燃え,え こひい きすることな く,公 平に児童生徒一人一

人の個性や能力を尊重 し,個 に応 じた指導を行 うことのできる教師。

(2)健 康的で常に明る くってきばきした態度で ,特 定の子 どもや保護者だけでな く,

みんな と親 しく語 つて くれる教師。

(3)授 業 に熱心で,児 童生徒の気持ちを理解 し,い つも子 どもといる教師。

(4)広 い識見 と教養があ り,子 どものことについて,ど んな相談にも快 く応ず ること

ので きる教師。

(5)教 育的に深い愛情があ り,保 護者 に対 して もやさしさやユーモアをもつて接する

ことので きる教師。

(6)協 調性 があ り,建 設的に学校の組織体制を機能させ ,PT A活 動や地域活動にも積

極的に参加する教師。

(7)子 どもの学校での状況やで きごとを学級通信や電話でよ く伝えて くれ る教師。

4  自 己研鑽 につ とめよう。

児童生徒 に大 きな影響を与える教師は,教 科 についての深い専門的知識はもちろん,広

い視点か らの幅広い教養 ,豊 かな感性や洞察力などを兼ね備える必要があ りぅそのため日

頃か ら自己研鑽に努めな くてはならない。

◎ 教 育公務員は,そ の職責を遂行するために,絶 えず研究 と修養に務めなければならず

その機会を与えられなければならない。(教育公務員特例法第19条第 1項 )

◎  「 人の心に炎を燃え移さんとする者は,自 ら燃え上がれ」(トルス トイ)
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・
T n ′」 ノし= E I し ′い

私が 先 生になつたとき

自分が 真 理から目をそむけて

子供たちに ほ んとうのことが

語れるか

私 が 先 生になつたとき

自分が 未 来から目をそむけて

子供たちに 明 日のことを

語れるか

私 が 先 生になつた とき

自分が 理 想 をもたないで

子供たちに い ったいどんな夢が

語れるか

「私が先生になつたとき」(作者不詳 )

〔資 料 〕

(平成 11年12月教育職員養成審議会第 3次 答申)

教員に求め られる資質能力

・ 教育者 としての使命感

人間の成長 ・発達についての深い理解

幼児 ・児童 ・生徒に対する教育的愛情

教科等に関する専門的知識

広 く豊かな教養

地球的視野に立つて行動するための資質能力

変化の時代 を生 きる社会人に求められる資質能力

教員の職務から必然的に求められる資質能力

これに基づ く

実践的指導力
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月限'務とは

(1)職 員の服務 について

Ⅱ 教 職 員 の 服 務

◎ 服 務 とは,公 務員が職務遂行上又は公務員としての身分に伴 つて守るべ き義務ない

し規律のことをいう。

◎ 公 務員の服務の内容は,公務員が勤務時間中に職務を遂行する上で守るべ き義務(職

務上の義務 )と職務の内外 を問わず公務員がその身分を有することによって守るべ き

義務 (身分上の義務 )に分けることが出来 る。

◎ 職 務上の義務 としては)法 令及び上司の職務上の命令に従 う義務 ,職 務専念義務が

あ りぅ身分上の義務 としては,信 用失墜行為の禁止,秘 密を守る義務 ,政 治的行為の

制限 ,争 議行為の禁止 ,営 利企業等の従事制限がある。

( 2 )服 務の根本基準

◎ す べて職員はっ全体の奉仕者 として公共の利益のために勤務 し,且 つ,職 務の遂行

にあたっては,全 力を挙げてこれに専念 しなければならない。

( 3 )服 務の宣誓

◎ 職 員は,条 例の定めるところによ り,服 務の宣誓をしなければならない。

これは,公 務員 となるに当たつて ,服 務上の義務 を負 うことを確認 し,全 体の奉仕

者 として職務 を遂行することを誓 うものである。

本県の条例においてはっ「新たに職員等 となつた者は,任 命権者又は任命権者の指定

した者の面前において,宣 誓書に署名 してか らでなければ,そ の職務 を行 つてはな ら

ない。」 と規定 されている。
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2 服 務規律の事例 と解説

公務員が次のようなことを行 つた場合 ,服 務規律上 ,問 題はないか ?

(1 )・ 職員が リボン闘争の一環 として勤務時間中に リポンを着用 した。

(2)・ 学校行事の慰労会で少々アルコールが入 ったが,こ れ くらいではとい う気持 ち

でヤイカーを運転 して帰路についたが,途 中,検 間にあい酒気帯び運転で検挙

された。

・日頃酒癖の悪い Aは 2次 会で入 った飲み屋ですつか り酪酎 し,同 僚の Bに 絡

み ,激 しい口論の末,取 つ組み合いのケンカとなつた。

(3)。 妻が経営する化粧品店でっ勤務が終わつてから,無 報酬で,毎 日手伝 つた。

・遊休化 していた自分の土地にアバー トを建設 し不動産会社に管理を委託 した。

・自宅通勤 していたが,転 勤することとなつたため,自 宅を賃貸 した。

・勤務時間終 了後 )知 人の経営する書店で,ア ルバイ トをした。

・出版社から原稿 を依頼 され,郷土史関係の記事を 1回 寄稿 し,謝金をもらつた。

(4)。 OOOO反 対をスローガンに した市民大会に参加 した。

休 日外出先の街頭で○○法案反対の署名運動に協力を求められ ,署 名 した。

大学の同窓会の集 まりで,同 窓会役員か ら大学の OBで ある某代議士の後援会

に入会を勧められ ,入 会 した。

(5 )。 生徒指導のあ り方で,上 司の指示 と違 う考えがあつたので,自 分の考えを主張

したところぅ議論が白熱 し,最 後 まで平行線をたどつた。

・定時制通信教育手当支給のため,上 司か らある教諭の出勤簿の書き直 しを命 じ

られた。

(6)。 家庭訪間で生徒の家を訪ねた際 )た またま保護者から聞いたその家庭内の特殊

な事情を,親 しい友人 と飲んだとき話 した。

(7)・ 授業 に支障がないと思 つたので,放 課後 ,組 合の呼びかけに応 じて時限ス トに

参加 した。

- 7 -



[ 解

(1)職 務専念の義務

説 ]

◎ 職 員は,勤 務時間中はぅ職務に専念 しなければならない。

リポ ン闘争におけるリボ ンの着用は,使 用者に対する示威行為であ り,精 神的活動の

すべて を職務の遂行のみに集中しているとはいえずぅ職務専念の義務に違反する。

(昭 和52年 最高裁判例  ブ レー ト,ワ ッベン,は ちまきの着用も同様である。)

(2)信 用失墜行為の禁止

◎ 職 員はぅその職の信用 を傷つけ,又 は職全体の不名誉 となるような行為 をしてはな

らない。

勤務時間外 ,職 場外の行為で,職 務 と関係のない私的な行為であつても,法 令遵守義

務違反や所属する組織の信用 ,イ メージを傷つけるような行為を行 つた場合は ,信 用失

墜行為 となる。

具体的にどのような行為が信用失墜行為に当たるかは,個 々の具体的事例 に応 じて,

社会通念によって判断 してい くことになるがっ教育公務員については,児 童生徒の教育

に携 わるという職務の性格上 ,一 般の公務員に比べて,厳 しく判断される場合が多い。

設間の 2事 例はいずれも信用失墜行為に該当することは言 うまでもない。
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( 3 )営 利企業の従事制限

◎ 職 員は)任 命権者の許可を受けなければ)営 利企業の役員等を兼ね ることはで きな

い。 また自ら営利企業等を営むことはできない。

単に妻の経営 している化粧品店の手伝いを少々する程度であれば,兼 業にはあた らな

いが,た とえ名義が妻であつても,退 庁後 ,毎 日手伝 つて,実 質的に,職 員が共同経営

していると客観的に判断されるような場合には,兼 業 とみなされる。

不動産の賃貸は,た とえ不動産会社 に管理委託 しているといつても,賃 貸することを

目的 として建築又は取得 し,そ こから収入を得ているような場合は営利 目的と判断され

る。転勤 したことによ り)自 宅を貸すようなケースは該当しない。

◎ 職 員はぅ任命権者の詩可を受けなければ,報酬を得て,私 的に働くことはできない。

商店でのアルバイ ト,大 学での非常勤講師 ,雑 誌への記事の連載などを,継 続的又は

定期的に行 う時は任命権者の許可が必要である。この場合 ,許 可をするか否かは,沖 縄

県人事委員会規則に許可の要件が示されてお り,職 務への影響や公務 との利害関係な ど

を見て総合的に判断される。

設間のような)継 続性のない単発的な記事の寄稿は許可はいらない。ただ し,職 務上

の利害関係がある業者等 との間では ,た とえ単発的であっても,講 演,出 版物への寄稿

等を行い報酬 を得 ることは,原 則 として禁止されている。

これ らの制限については,教 育公務員特例法に特例があ り,教 育公務員が教育に関す

る他の職 を兼ね,又 は教育に関する他の事業 ・事務 に従事する場合に限 つて,一 般の公

務員よ り弾力的に兼職 ・兼業が認め られ るようになっている。

教育 に関する事業 ・事務等については ,限 定的に定められている (例えば,国 公立学

校の非常勤講師の職等)。学習塾等の講師の職はこれに含 まれていない。

なお )教 育に関する事業 ・事務等に従事する場合にも,任命権者の許可は必要である。
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(4)政 治的行為の制限

◎ 職 員はぅ特定の政党や公職選挙の候補者 を支持するな どの政治的目的をもつて,政

治的な行為 を行 うことは,禁 止されている。

政治的な行為 とは)政 治的な目的をもつて,他 人に対 して影響を及ぼす行為 ,働 きか

ける行為 をいい,例 えば,政 治的な集会の企画 ,主 催 )指 導やこれらを援助する行為な

どが該当する。

単 に一参加者 として政治的スローガンを掲げた集会 に参加することは,該 当 しない。

署名運動 もぅその企画,実 施に関与せず)単 に署名するだけの場合は,該 当 しない。

また,政 治団体の役員 となつた り,加 入を勧誘 した り,そ の機関誌を配布 した りする

な どの行為は該当するが,単 に後援会への加入だけの場合は該当 しない。

但 し,後援会会員 として,ポスター等に肩書 きを付 して名前を連ねることは該当する。

教育公務員の政治的制限については,教 育公務員特例法において,当 分の間,国 立学

校の教育公務員の例 によるとされているので ,一 般の地方公務員 と異な り,そ の制限さ

れ る地域的範囲は全国に及び,そ の制限される行為は人事院規則14- 7に詳細に規定 され

ている。資料編の 「選挙における職員の服務規律の確保について」を参照すること。

( 5 )法 令及 び上司の職務上の命令 に従 う義務

◎ 職 員は,そ の職務にあたって,法 令に従い,上 司の職務上の命令に従わなければな

らない。

職務の遂行にあたって,上 司 と意見が合わないこともあ り得 ることである。

その場合 ,自 分の考えがベターであると思えば,そ の旨上司に申し出ることは可能であ

る。また,充 分議論をつ くすことが必要な場合 もある。

但 し,最 終的な判断の権限は,上 司にあるので ,上 司の考えで実施すると上司が決定す

れば,そ れに従わなければならない。

但 し,上 司の命令であつても,(内 容の違法性が主観的な判断にとどまるものは別 と

して )その命令 に重大かつ明 白な違法又は瑕疵があ つた場合 にはぅその職務命令は無効

であ り,従 つてはな らない。出勤簿改ざんの命令はこれに該当する。
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(6)秘 密 を守 る義務

◎ 職 員はぅ職務上知 り得た秘密を漏 らしてはならない。退職 した後も同様である。

この場合の秘密には,職 務上の秘密のほか,職 務に関連 して知 り得た職務外の私的な

秘密も含 まれる。

教職員の職務上知 り得 る秘密には,指 導要録 ,健 康診断票 ,成 績評価 ,入 学試験問題

生徒の個人情報,家 庭状況等がある。

なお ,生 徒の指導要録等については,沖 縄県個人情報保護条例で目的外の利用や外部

への提供が禁止されている。但 し,法 令に基づ くとき,本 人の同意があるとき等の例外

規定が設けられている。

また)同 条例で個人情報 を取 り扱 う職員の守秘義務 もうたわれている。

[ 参 考 ]

沖縄県個人情報保護条例

第 9条  実 施機関は,個 人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施

機関内において利用 し,又 は当該実施機関以外の者へ提供 してはならない。ただ し,

次の各号のいずれかに該当するときは,こ の限 りでない。

(1)法 令等に基づ くとき。

(2)本 人の同意があるとき。

(3)人 の生命 ,身 体又は財産の安全 を守 るため,緊 急かつやむを得ないと認め られ

るとき。

(4)前 各号 に掲げる場合のほか,沖 縄県個人情報保護審査会の意見 を聴いた上で ,

公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

(実 施機関 :知事 ,教 育委員会等の行政委員会 ,公 営企業管理者 )

第13条 実 施椎関の職員は ,職 務上知 り得た個人情報をみだ りに他人に知らせ ,又 は不

当な 目的に使用 してはな らない。その職 を退いた後 も,同 様 とする。
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(7)争 議行為等の禁止

◎ 職 員は,ス トライキなど業務 を阻害する行為 を行 ってはならない。また,こ のよう

な行為 を企てぅ共謀 し,そ そのか し,あ おってはな らない。

放課後の時限ス トについて,学 校教育活動の場合 ,授 業そのものに支障がな くても)

勤務 時間中である限 り)部 活指導,生 徒指導等に影響が生 じ,「業務の正常な運営を阻

害す るもの」とな り,地 公法で禁 じている争議行為に該当する。(昭和55年判例)

汚 職

公務員が職 をけがす こと,そ れが汚職である

◎ 公 務員がその職務に関 し,油 断,慢 心,業 者 との馴れ合いぅ不心得等から利権絡み

の犯罪に手を染めマスコミを賑わすことが時々ある。いわゆる汚職である。

公務員 として,10年 ,20年 と職歴 を重ね ,大 きな職務権限を持ち,業 者 との関わ り

が多 くぅ周 りから有能だと評価されている,ベテラン中堅職員に多いのが通例である。

◎ 汚 職 とは,職権や地位を濫用 して ,賄賂 を取るな どの不正な行為をすることをいう。

公務員が賄賂 を受け取る収賄罪 を指すことが多いが,職 権濫用 も汚職 といえる。

◎ 収 賄 とは ,公 務員が,「職務」に関 し)「賄賂」をもらった りぅ要求 した り,約 束

することをい う。その態様によ り,単 純収賄罪 ,受 託収賄罪,事 前収賄罪 ,事 後収賄

罪 ,第 二者供賄罪 ,柾 法収賄罪 ,あ つせん収賄罪に区分される。

「職 務 」・・・ 「その地位に伴 つて取 り扱 うことが予想 されているすべての職務」と

解 されてお り,現 在担当 している職務だけでな く,過 去担当 していた

職務 ぅ将来担当する可能性のある職務やこれ と密接な関係 にある職務

も含 まれる。
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「賄 賂 」 ・公務員がその職務に関連 して受けたる違法な報酬のことで 「金銭や品

物 に限 らず,お よそ人の欲望を満たす一切の有形 ,無 形の利益」 と解

されてお り,飲 食による接待 ,よ い役職や地位に就かせること,借 金

の棒引き,就 職の斡旋 )特 別な融資 を受けさせることなども含 まれ る。

汚職の末路 ?

周 りの冷たい 目
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教職員の不祥事 と再発防止

近年 ,公 立学校において発生 した懲戒処分の対象 となる不祥事の主な事例は,

(1 )職務 に関 しての金銭収受(収賄),( 2 )女生徒へのわいせつ行為 )(3 )酒気帯び運転及

びひ き逃げ(交通事故)ぅ(4)児童生徒への暴力(体罰)である。

再発防止に向けた取 り組みが強 く求められている。

( 1 )わ いせつ行為

教職員の生徒に対するわいせつ行為は法令又は条例違反になる。当然,信 用失墜行為

とな り,懲 戒処分の対象になる。教師 と生徒間の恋愛については,わ いせつ行為 とは別

問題 ではあるが,そ の態様によっては条例違反 となる場合があ り,条 例に抵触 しない場

合であ っても教育公務員は一般の公務員に比べて一層高い倫理性 を要求されているので

信用失墜行為 となる場合がある。 以 下に関係法令等の規定 を見てみる。

◎ , 刑  法

[強 制わいせつ ]

第 176条  13歳 以上の男女に対 し,暴 行又は脅迫 を用いてわいせつな行為 を した者は,

6月 以上 7年 以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対 し,わ いせつな行為 をした者

もぅ同様 とする。

[強  姦 ]

第177条  暴 行又は脅迫 を用いて13歳以上の女子を姦淫 した者は,強 姦の罪 とし,2年

以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子 を姦淫 した者も,同 様 とする。

◎ 沖 縄県青少年保護育成条例

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)

第 17条の 2何 人も,青 少年に対 し,み だ らな性行為又はわいせつな行為を してはなら

ない。

2 何 人 も,青 少年に対 し)前 項の行為を教え,又 は見せてはな らない。

この条例でいう青少年 とは)小 学校就学の始期か ら満18歳に達するまでの者 (婚姻

した女子を除 く)を いう。
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同条違反の罰則は 2年 以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

なお ,同 条違反の罪は非親告罪である。

◎ 児 童買春 ,児 童ポルノに係 る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

同法は平成11年5月 2 6日に公布され ,平 成 1 1年1 1月 1日 から施行された法律であ る。

(児童買春)

第 4条  児 童買春 した者は 3年 以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この法律において 「児童」 とは,1 8歳 に満たない者をいう。

この法律 において 「児童買春」とはぅ対償 を供与 し,又 は供与の約束をして,児 童に

対 し,性 交等 をすることをい う。

◎ 沖 縄県教育委員会の所管に属する県の職員のセクシュアル ・ハラスメン ト防止規程

(平成 1 1年1 2月1日 教育委員会教育長訓令第 4号 )

この訓令において 「セクシュアル ・ハラスメン ト」とは,他 の者を不快にさせる職場

における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動 をい

う。

ある職員の言動がセクシュアル ・ハ ラスメン トであると認められ,そ れが悪質な場合

は信用失墜行為 となるので,同 規程 )及 びその指針 ,並 びにその運用に目を通 し,今 一

度 自己の言動を点検 してみる必要がある。

( 2 ) 交通 事 故

交通事故 を起 こせば,そ れが重大な人身事故であれば,加 害者 ,被 害者の別な く,当

事者は地獄の境遇に陥ると言われる。加害者はぅ刑事事件 ,民 事事件 に問われ,莫 大な

損害賠償金 を課せ られることとなる。

公務員の場合は,刑 事事件で禁錮以上の有罪判決 を受ければ,地 公法の規定で失職 と

なる。失職 とならないケースでも)事 故の態様 によって,免 職 )停 職 ,減 給 ,戒 告の懲

戒処分 を受けることになる。

◎ 日 頃から交通法規 を遵守 し,安 全運転 を心がけなければならない
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事故 を起 こして しまったらぅより適切な措置を取 ることが肝要である。その時の対応

如何 によって,刑 事事件 としての刑の重さに格段の差が生 じ,ま た,公 務員の場合は懲

戒処分の軽重にも大 きな差が生 じる。特に,ひ き逃げは人道上も倫理上も悪質であ り,

情状酌量の余地はな く厳罰に処せ られることとなる。

交通事故の加害者 となつた場合に現場で とるべき措置について以下に記述する。

O 被 害者の救護を最優先に行 う。救急車の手配 をする。(自分でするか,周 りにいる

人に頼む)状 況によっては,被 害者 を歩道等安全な場所に移動 した り,応 急手当を行

う。

O 道 路上の危険防止を行 う。被害者 を動かせない場合 )後 続車 )対 向車に礫かれない

ような措置を取 る。二重事故防止のための措置を行い,周 りにいる人にも応援をもと

める。

○ 警 察署等 に通報する。

○ 上 司や所属長への報告

○ 事 実関係の確認  被 害者の住所 ,氏 名 ,勤 務先,車 両の種類及びナンパー等 ,被

害者のけがの程度 ,車 両の損傷の程度 ,事 故現場の状況,現 場検証に立会った警察宮
の参考意見 ,事 故 を目撃 した人の住所 ,氏 名,電 話番号ぅその他

不幸 に して交通事故を起 こした場合はどうするか ?

( 3 ) 綱 紀 粛 正

綱紀の粛正は公務員が不祥事を起 こす度に言われ る言葉であ りぅまた本県では,米 軍

や米軍兵士による事故 ,事 件が起 きる時もよ く使われる言葉である。

国語辞典によると,「綱紀」とは,組 織 を保 つて行 く上で欠 くことの出来ない大小の

つなの意 と書かれてお り,転 じて公務員を支える人民の公僕であるという自覚 と万難を

排 して職責 を全 うする責任感 と説明されている。また,「粛正」 とは厳 しく取 り締 まっ

て不正 を除 くと説明されている。 くたいて言えば,「網紀粛正」 とはゆるんだ自覚や責

任感 とい う綱 を強 く締めなお して不正が起 きないようにするということである。

網紀の粛正については,選 挙前)年 末年始の時期等折に触れ通知が出されているの

で)資 料編の通知を参照されたい。また,沖 縄県職員倫理規定 (平成 9年 12月9日

訓令第34号)に も目を通すこと。
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(4)不 祥事の再発防止

不祥事が生起する背景,要 因にはさまざまなものが考えられるが,再 発防止を考える

上で挙げられる大きな要因として,職 員のモラルの欠如,つ まり倫理観の欠如がある。

そのことを十分に反省 し,倫 理観の高揚に努めることが肝要である。

公務員 として,各 種法令 ,法 規 ,服 務規程 を守る等 「しなければならないことを行 う。

してはな らないことをしない。」というのは,最 低限度の倫理的な行動である。

利他精神 ぅ奉仕の精神など高速な精神から 「しなければな らないと決められていない

が,行 つたほうが良いと思われることを積極的に行い,禁 止されていないが,行 わない

ほうが良いと思われることは厳に慎む」というのが倫理的に高いレベルの行動 といえる。

教職員はこの高い レベルの倫理観 を身につけるよう努めたいものである。

「高い倫理観 を持つ」 ということは,言 うは易 く,行 うは難 しい。つまるところ,そ れは

「確固たる人生観 を持つ」とい うことに深 く関わつて くるものである。

日頃からぅ社会の常識を己の常識 とな し,先 人や歴史,哲 学 ,古 典に学び,「人生観」)

「人生哲学」 を確立 し,「自己の使命感」「教師 としての使命感」を持つことが大切であ

る。

不祥事の背景の一つとして,部 活指導で日覚 ましい実績 をあげ,父 母の評判が高 く,

たびたびマスコ ミにも登場するような教師の,そ れ故の思い上が り,独 断専行 ,父 母 と

の馴れ合い等の実状があったということも指摘されている。

ほんの一握 りの不心得者の起 こした不祥事ではあるが,教 職員全体のモラルが問われ

ている現在 )今
一度ぅ自分 自身にもぅ慢心,独 りよが り,馴 れ合いは無いか点検 してみ

よう。

日頃か ら,自 己の言動に責任 を持ち,謙 虚で遵法精神 にとみ,良 識ある言動を心がけ

たいものである。

「宴 るぽど頭 を垂んる稲穂かな r」

-17-



人権 とは

(1)人 権は,人 間固有の尊厳に出来する権利

Ⅲ 人  権

人権 とは,社 会 を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保 し,社 会

において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利をいい,そ れは人間固有

の尊厳 に由来する。

◎ 人 権が不可侵であるということは ,歴 史的には,主 として,公 権力によって侵 され

ない という意味で理解 されてきたが 「人間は どのような関係にあっても人間 として尊

重 されるべ きである」 ということか ら考えると,人 権は,国 や地方公共団体 といつた

公権 力の主体 との関係 においてだけでな く,国 民相互の関係においても尊重されるベ

きものである。

(2)人 権侵犯

人権侵犯 とは,人 間が生まれたときか ら持つている基本的人権を侵すことをいい,

人格権の侵犯 ともいわれる。その原因や態様にはいろいろなものがある。

◎ 有 形な人権侵犯 とは ,相 手に肉体的苦痛 を与えるもので,い わゆる殴る,蹴 る,長

時間にわたる正座や校庭での走 り込みなどがある。

◎ 無 形な人権侵犯 とはっ相手に精神的苦痛 を与えるもので ,いわゆる言葉による暴力,

相手の身体の肉体的欠陥や相手が気にしている身体的特徴 (例えば,ハ グ,デ ブ,チ

ビ,ち んば,汚 い,臭 いなど)を 言 つた り,ま た,グ ループで無視 し仲間はずれにす

るな どがこれに当たる。

◎ 人 権侵犯は)場 合によっては不登校 ,自 殺 ,教 師不信などにつながつてい く恐れが

あるので十分に気をつける必要がある。
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(3)人 権感覚を身につける

人権については,知 的理解にとどまらず,

権尊重の理念について十分に認識する。

◎ 人 権 を知識 として理解するだけでな く,感 覚や感性 として人権 を身につけるこ とが

なければ,児 童生徒に対 して人権教育がで きずっ児童生徒の人権に対する感性がは ぐ

くまれな くなる。

(4)人 権教育

人権教育 とは, 日本国憲法及び教育基本法の精神にのつとり,基 本的人権の尊重が

正 しく身に付 くよう,地 域の実情にも留意 しなが ら学校教育及び社会教育において行

われる教育活動をいう。

人権感覚を身につけることが大切で,人

◎ 人 権教育は,児 童生徒が日常生活の中で生かされるような直感的な感性や人権感覚

が充分身につ くように指導することが大切である。そのためには,法 の下の平等 )個

人の尊重 といった普遍的な視点から人権の尊重の理念 を訴えることも重要であるが,

それ と併せて具体的な人権に関わる課題 に則 し,児 童生徒に親 しみやす く分か りやす

いテーマや表現 を用いるなどの創意工夫が必要である。

学校におけるい じめと人権

(1)い じめの定義

いじめとは,①  自 分よりも弱いものに対して一方的に,

② 身 体的 ・心理的な攻撃を継続的に加え,

③ 相 手が深刻な苦痛を感じているもの

とされるが,個 々の行為がいじめに当たるか否かの判断は,表 面的・形式的に行

うことなくいじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する。

(文部省通知文平成6年12月)
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(2)い じめは人権侵害である

い じめの理由は,動 作がのろい,グ ループの足手まといになる,協 調性に乏 しい,

個性が強いなど多様であるが,そ の理 由の如何に関わらず,い じめ られる側の人権 を

侵害 する行為である。

◎ い じめは差別意識 ぅ差別行為が多い。弱いもの,異質な物 をは じき出そうとする 「い

じめ」はまさに差別である。放置すれば人種差別 をは じめ,あ らゆる差別の芽 とな り,

また )そ の温床 になる危険性 を含んでいる。

(3)い じめに対する教師の認識不足の特徴的態度

い じめについての認識不足や人権意識の不足な ど,教 師の責任は重い。

<認 識不足の例 >

。 「 私の学級にはい じめなんてない と思 った」

。 「 てつきり仲が良い友達だと思った」

。 「 い じめに気がつかなかった」

。 「 い じめは昔 もあ つた)い じめられる方も悪いといい,感 情的になる」
。 「 もつと強 くなつてほ しい」

・ 「 い じめられる子にも悪いところはある」

。 「 すこ し神経質過 ぎたのではないで しょうか」

<認 識不足 による間違 つた指導法の例 >

。 「 まわ りの声 をきく謙虚さがな く,常 識的な説教 ・注意が多い」

。 「 注意 をしたのだが」

。 「 話 して くれたのに何の解決 も出来なかつた」

。 「 これで解決 したと思つた」

。 「 面倒だから関わ りた くない」
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(4)い じめを予防する

い じめの予防は教師としての基本的な姿勢でなければな らない。教師は人権の基本

に戻 り,い じめを しない,さ せない,見 逃さないという強い姿勢が要求される。

◎ い じめは人格形成の問題であるとの理念に立つて,学 級経営の中に次のような 自己

啓発技法を導入することが考えられる。

人権作文コンテス トをする。

人権モデル地域活動に取 り組む。

い じめ問題 について,地 域で関心を持つようにする。

心理劇でい じめられる側の気持ちな どに気づかせる。

・ 学級討論会で,い じめる側 ,い じめ られる側の意見を聞 く機会を持つ。

・ 映画教材等 を利用 し,い じめと差別な どの人権思想を教育する。

・ 父母を交えて討論会を開催 し,家 庭教育の中にも人権思想,い じめの問題意識 を普

及 させ る。

教師の体罰と人権

(1)体 罰とは

体罰 とは,学 校教育法との関係て,教 師が児童生徒に肉体的苦痛を与える制裁行為

を行 うことによつて,教 育上の日標を達成 しようとする行為といわれている。

◎ 懲 戒はあ くまでも教育上の目的に応 じた教育作用 として行われるものである。また,

懲戒は児童生徒の教育を受ける権利 を制限することもあるため,懲 戒行為は慎重に行

われなければな らない。

◎ 校 長及び教師は,教育上必要があると認めるときは,監督庁の定めるところによ り,

学生 ,生 徒及び児童に懲戒を加えることがで きる。ただ し,体 罰を加えることはでき

ない。
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(2)体 罰はとんなときに行われているか

団体行動を求め られ,時 間で動かされているなど,

た りする場合に多 く発生する。

◎ 児 童生徒の言動に反射的に起 きた私的感情 を抑えきれなかったとき。

◎ 何 度 も同じことを繰 り返 し言つた り確認 した りしたのに,教師の指示通 りに動かず

カ ツとしたとき。

◎ 教 師が指示 したことに対 して児童生徒が口答えするなど反抗的な態度をとったと

き。

◎ 教 師 と児童生徒の人間関係がうまくいっていないとき。

◎ 教 師の体調不良やっ機嫌が悪いとき。

(3)体 罰で教育はできない

体罰 は違法な行為であ り,人 権侵害である。

個人よりも集団が優先されてい

◎ 体 罰は,学 校教育法第 11条 によって明確 に禁止 されてお りぅ児童生徒の人権 を踏

みに じるものである。体罰はどのような理由からも正当化できない。

体罰 は,力 による強制であ り,児 童生徒に屈辱感 を与え,心 を深 く傷つけるととも

に,教 師や学校への信頼 を失わせる。

◎ 体 罰の多 くは教師が一時的感情にかられて行 う場合が多 く)児 童生徒は屈辱感 をも

ち,教 師や学校への不信感 を抱 くことになる。

◎ 体 罰には,教 育的効果がないばか りでな く,逆 に児童生徒 と教師の信頼関係をこわ

し,そ れ までの教師の努力がすべて水泡に帰すことになる。

体罰 は児童生徒の意欲を奪い,暴 力容認の考え方を植え付ける。

◎ 体 罰は,成 長 しようとする児童生徒の意欲 を失わせぅ本来 )人 権尊重の精神 を教え

なければな らない立場にある教師が,児 童生徒に暴力肯定の考えを持たせて しまうこ

とにつながる。 また,体 罰はぅい じめ,不 登校 ,校 内暴力の速因となっているとの指

摘 もある。
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指導の成果を性急に求めない。

◎ 授 業や生徒指導を行 つているとき,教 師は児童生徒 との間で強い緊張関係の状態に

おかれることがある。しかし,発達段階にある児童生徒を指導する立場にある教師は,

児童生徒の成長をじつくり見守 つてい くことが求められる。指導の成果を性急に求め

ない実践 と研修 を日頃から積むことが必要である。

(4)体 罰によ り失われるもの

体罰は,児 童生徒の人権を侵害する非教育的行為であるとともに,体 罰によって多

くのものが失われる。

教師 ・学校 に対する,児 童生徒や保護者の信頼。

児童生徒の人間的誇 り。

児童生徒の 自ら考える力。

児童生徒が自ら成長 しようとする意欲。

児童生徒の意欲。

児童生徒の豊かな心の成長。

学校の明るさやなごやかさ。

これ らが失われると,児 童生徒は次のような行動をとる傾向が強 くなる。

・ 教師が怖 くて,嫌 いにな り,学 校へ行 きた くな くなる。

・ 教師の指導に素直に従わな くなる。

・ 暴力を認め,力 によって物事を解決するようになる。

・ 教師に対する不満をい じめに転嫁するようになる。

・ 教師に本当のことを言わな くな り,裏 表のある行動をとるようになる。

(5)体 罰て間われる責任

<行 政上の責任 (懲戒処分)>

状況 によつては,地 方公務員法第29条により懲戒処分 を受ける。処分の種類には,

戒告,減 給,停 職,免 職がある。校長 も監督責任を問われることがある。
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◎ 戒 告

職員の服務義務の責任 を確認 して,そ の将来 を戒める処分

◎ 減 給

一定の期間,給 料の月額の一定割合 を減ずる処分

◎ 停 職

職員 を一定の期間職務に従事させない処分 (停職中は無給)

◎ 免 職

職員の身分 を失わせる処分

戒 告

退職共済年金

減 給

懲戒処分による給与 。年金上の影響

停 職
一時支給 しないこと

ができる

免 職

退 職 手 当

一時支給 しないこと
ができる

<刑 事上の責任 >

〇暴4予罪

暴行を加えた者が人を傷害するに至 らなかったときは, 2年 以下の懲役若 しくは

30万円以下の罰金又は拘留若 しくは科料に処する。     (刑 法第208条)

1 / 2の期間を勤続期間
から除 く

昇給時期が繰 り延べ られ る

場合が多い

支給 しない

◎ 暴 行 とは)人 の身体に加えられる有形力の行使 をいう。例えば,

。 殴打 ,足 蹴 りな どの力学的な作用

・ 毛髪の切断

・ 衣服 を引 つ張 つて相手の行為 を妨げる行為

・ 被害者のそばで太鼓 を連打する行為

な ども暴行 となる。

昇  級

昇給時期が繰 り延べ られ る

場合が多い

昇給時期が繰 り延べ られ る

場合が多い
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O傷 害罪

人の身体を傷害 した者は,

する。

◎ 傷 害 とは,生 活機能に障害を与えること,な い し健康状態を不良な状態に変更する

ことをいう。加害者の攻撃をさけるため被害者が負傷 した場合も傷害になる。

<民 事上の責任 >

10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若 しくは科料に処

(刑法第204条)

故意又は過失に因 りて他人の権利を侵害 したる者はこれに因りて生 したる損害を賠

償する責に任ず。

◎ 体 罰を加えた教師は,被 害を受けた児童生徒に対 し治療費や慰謝料などの損害賠償

責任 を負 うことがある。

◎ 体 罰は,教 師が意図的に加える児童生徒への懲戒権 を逸脱 した行為であるところか

ら過失はな く故意 とみなされる行為に当たる。 したがつて,体 罰を行 つた教師は )民

法第709条によ り,賠 償責任 を請求されることになる。

◎ ま た,被 害を受けた児童生徒が国家賠償法を根拠 として損害賠償 を求めた場合 は,

県 ・市町村が被告 となる。

◎  「 国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,そ の職務 を行 うについて ,故

意又は過失によって違法に他人に損害を与えたときは,国 又は公共団体がこれ を賠

償 する責に任ずる。」

(6)体 罰防止のために

授業,学 校行事,部 活動などすべての教育活動の基本に 「人権を尊重 し信頼関係 に

立つ教育」をすえ,児 童生徒一人一人を大切に した教育を推進する。

(民法第709条)

◎ す べての教職員が 「体罰否定」の教育観に立ち,協 力 して指導に当たるとともに,

人権 を尊重 し信頼関係 に立つ教育を推進 し,学 校全体で互いに体罰を許さない雰囲気

や教育観 を作 り上げる。

教育相談的なかかわり方を大切に し,

共感的に受け止める。

(国家賠償法第 1条 )

児童生徒の不安や悩み,喜 びなど心の内面を
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◎ 一 人一人の教師が教育相談の理論や手法についての理解 と習得に努め,教 育相談の

積極 的な活用によ り,教 師 と児童生徒の信頼関係 ぅ児童生徒間の温かい人間関係 をつ

くる必要がある。

学校におけるセクシュアル ・ハラスメン トと人権

(1)学 校におけるセクシュアル ・ハラスメン トとは

教師 (教職員)が,児 童生徒の意に反 した性的な性質の言動を行い,そ れに対する対

応によって,当 該児童生徒が学業を遂行する上で一定の不利益を与えたり,又 はそれ

を繰 り返 すことによって,就 学環境を著 しく悪化させること。

◎ 授 業 中,部 活動中,生 徒指導中や学校行事等の教育活動の中にあっても,児 童 ・生

徒の身体への不必要な接触は厳につつ しむこと。

◎ 傷 害のある児童 ・生徒の指導や介助の方法等に十分留意すること。

◎ 日 頃から児童 ・生徒の意に反する性的な冗談,からかい等をしないことはもちろん,

常に教育の場にふさわ しい言動に心掛けること。

◎ 児 童 ・生徒の心身の発達段階を考慮 し適切な言動に心掛けること。

セ クシユアル ・ハラスメン トは教職員 (教育者)と して許されない行為であ り,セ
クシユアル ・ハラスメン トを受けた児童 ・生徒の心の痛みを自らの問題 として受け止

める感性 と児童 ・生徒の個人の尊厳 を守 り,人 格 を尊重 してい く姿勢 をもつことが大

切である。

(2)認 識の重要性

職員は,セ クシュアル ・ハラスメン トに関する次の事項について十分認識 しなけれ

ばならない。

◎ お 互いが人格 を尊重 し合 うこと。

◎ お 互いが大切なパー トナーであるという意識を持つこと。

◎ 相 手 を性的な関心の対象 としてのみ見 る意識をな くすこと。

◎ 性 別 による優劣の意識をな くすこと。
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(3)基 本的な心構 え

性に関する言動に対する受け止め方には個人や性別で差があ り,セ クシュアル ・ハ

ラスメン トに当たるか否かについては,相 手の判断が重要である。

◎ 親 しさを表すつも りの言動であつたとしても,本 人の意図とは関係な く相手を不快

にさせて し表う場合があること。

◎

◎
　
◎

不快に感 じるか否かは個人差があること。

この程度のことは相手も容認するだろうという勝手な億測をしないこと。

相手 との良好な人間関係ができていると勝手な思いこみをしないこと。

相手が拒否 し,又 は嫌がつていることが分かつた場合には,同 じ言動を決 して繰 り

返さないこと。

セクシュアル ・ハラスメン トであるか否かについて,相 手か らいつも意思表示があ

るとは限 らないこと。

◎ セ クシュアル ・ハラスメン トを受けた者が,職 場の人間関係等を考え)拒 否するこ

とができないなど,相 手か らいつも明確な意思表示があるとは限らないことを十分認

識する必 要がある。

職場 におけるセクシユアル ・ハラスメ

と。

◎ 職 場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場におけるセクシユアル

・ハ ラスメン トについても十分注意する必要がある。

職員間のセクシユアル ・ハラスメン トにだけ注意するのでは不十分であること。

◎ 学 校における児童生徒やその保護者 ,そ の他の勤務 に従事する際に接することとな

る職員以外の者などとの関係にも注意 しなければな らない。

ン トにだけ注意 するのでは不十分であ るこ
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(4)未 然防止のために

セクシユアル ・ハラスメン

にとっては,身 体のみな らず,

◎ 学 校の教職員 と児童生徒の保護者 との関係において,教 職員から性的な関心や欲求

に基 づ く相手 を不愉快にする言動 (以下 「セクシュアル ・ハラスメン ト」という)

の行われることがないよう,教職員への注意喚起や啓発な ど必要な措置を講 じること。

◎ 児 童生徒への指導等においてぅ教職員の言動がセクシュアル ・ハラスメン トに該当

す る場合が生 じることもあるため,児 童生徒の心身の発達段階を考慮 し)適 切な配慮

が行われるよう)教 職員への注意喚起や啓発など,必 要な措置を講 じること。

◎ 学 校の教職員による児童生徒やその保護者へのセクシュアル ・ハラスメン トについ

て ,児 童生徒や保護者からの相談 。苦情に適切に対応できる体制 を整えること。

<学 校におけるセクシュアル ・ハラスメン トの未然防止のために> 文 部省通知

卜は,基 本的人権にかかわる大きな問題であ り,被 害者

心の中にも大きな傷 として長 く残ることになる。

(5)加 害者に問われる責任

加害行為が犯罪を構成する場合には,刑 事的に訴追され,裁 判で禁鋼以上の刑に処

せられると,教 員免許状は失効 となりその職を失 うこともある。

<行 政責任 >

行政 的には,信 用失墜等の理 由か ら,

停職,免 職 )に 付されることがある。

◎ 特 に公教育にあたる教育公務員の職の重大 さに鑑み ,行 政処分は厳 しく,教 員免許

状が取 り上げられることもある。

<民 事責任 >

民事 的には,相 手の受けた身体的 ・精神的損害を賠償する義務が生 じる。

地方公務員法によって懲戒処分 (戒告,減 給,

-28-



児童懲戒権 の 限界 に つ

Ⅳ 資 料 編

本年 6月 1 6日 附及び 7月 2 7日 附,別 紙高知県警察隊長の照会に対 し,

当職は左のとおり,意 見を回答す るから,同 警察隊長に伝達方取 り計 られた

い 。

第 1 門

学校教育法第 11条 にい

教室内に残留させ ることは

禁罪 を構成するか。

警

育

方

教

地

校

答

家

学

回

国

省

官

部

長

８
文

見

１

・
意

発

局
査

２
会

調

査

社

務

調

省

法

生

庁

２２
厚
務

・
・
法

‐２
官

。
長

２３
部

て

て
昭

本

あ

い
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

回 答

1 学 校教育法第 11条 に い う 「体罰」 とは,懲 戒 の内容 が身体的性 質の も

ので ある場合 を意 味す る。 す な わ ち

(1 )身 体 に姑す る侵 害 を内容 とす る懲戒 ―な ぐる 。け るの類 ―が これ に

該 当す ることはい うまで もないが,さ らに

(2 )被 罰者 に肉体的苦 痛 を与 えるよ うな懲戒 もまたこれ に該 当す る。 た

とえば端坐 ・直立等 ,特 定 の姿勢 を長時間にわたって保持 させ るとい

うよ うな懲戒 は体罰 の一種 と解せ られ なけれ ばな らない。

2 し か し,特 定の場合 が 右 の (2 )の意 味の 「体罰」 に該 当す るか ど うかは,

機械 的に制定す る こ とは で きな い。 た とえば,同 じ時間直立 させ るに して

も,教 室内の場合 と炎天 下 また は寒風 中の場合 とでは被罰者 の身体 に対す

る影 響 が全 く違 うか らで あ る。 それ故 に,当 該児童 の年齢 ・健康 ・場所 的

お よび時間的環境 等 ,種 々の条 件 を考 え合 わせて肉体的苦痛 の有無 を制定

しな ければな らな い。

3 放 課後教室に残 留 させ るこ とは,前 記 1の 定義か らい って,通 常 「体罰」

には該 当 しない。 ただ し,用 便 のために も室外 に出 ることを許 さない とか,

食事 時間を過 ぎて長 く留 めお く とかい うことがあれ ば,肉 体的苦痛 を生 じ

させ るか ら,体 罰 に該 当 す るで あろ う。
4 右 の,教 室に残 留 させ る行為 は,肉 体的苦痛 を生 じさせ ない場合 であ つ

て も,刑 法の監禁 罪 の構 成 要件 を充足す るが,合 理 的な限度 をこえない範

囲内 の行為な らば,正 当 な懲戒 権 の行使 として,刑 法第 35条 に よ り違 法

性 が 阻却 され,犯 罪 は成 立 しない。合理的な限度 を こえて このよ うな懲戒

を行 えば,監 禁罪 の成 立 をまぬ かれ ない。
つ ぎに,然 らば右 の合 理 的 な 限度 とは具体的に どの程度 を意味す るのか,

とい う問題 にな る と,あ らか じめ一般 的な標準 を立 てるこ とは困難 であ る。

個 々 の具体的な場 合 に, 当該 の非行 の性質,非 行者 の性行 お よび年 齢,留

め置 いた時間の長 さ等 ,一 切 の条件 を綜合的に考察 して,通 常の理性 をそ

なえた者 が当該 の行為 を もつて懲戒権 の合理的な行使 と判 断す るで あろ う

か否 か を標準 として決定 す る外 はない。

(第 2問 以下 略 )

- 2 9 -

う 「体罰」の意義如何。たとえば放課後学童を
「体罰」に該当するか。また,そ れは刑法の監



日頃の教育活動 (体罰防止)に 関する自己点検票

教師として,思 い上が りはないか。

□

□

□

□

□

□

児童生徒は当然教師の指導に従わなければな らないと思う。

児童生徒が反抗的な態度をとるのは当然児童生徒が悪いと思 う。

児童生徒が指導に従わないのは自分の指導力の不足 とは関係ないことだと思 う。

生徒は部活動顧間に従 うのは当然だと思 う。

自分の指導が一番いい指導であると思 う。

自分が指導 して矯正 してやることが必要だと思 う。

2  教 師 として,一 人よが りの言動はな いか。

□

□

□

□

□

□

自分の思いどお りに児童生徒 を動かそうとする。

社会通念 とかけ離れた指導でも自分の考えだけで行 うことがある。

児童生徒の気持ちを傷つけるかどうかを気にせず自分が思 つた言葉を口にする。

自説に固執 し,同 僚等の意見 をす ぐに否定 した りする。

児童生徒の考えを聞 く機会 をもつ努力をしていない。

児童生徒が自分の指示に従 うのは,自 分に指導力があるからだと考えている。

3  教 師 として,言 行不一致はないか。

□

□

□

児童生徒に要求 したことを,自 ら守 らないことがある。

時間を守れ と言いながら,自 分も授業 に遅れることがある。

児童生徒は教師の言行が一致 しているか常に見ていることを自覚 していない。

4  児 童生徒の心情や立場への思いやりを欠く一方的,画 一的な指導を行ってい

ないか。

□

□

□

□

児童生徒の性格や個性 を考えずに指導を行 つている。

児童生徒は一人一人発達段階に差があることを考慮 しないで指導 している。

児童生徒の創意を取 り入れる努力 をしていない。

きま りや規則だけをよ りどころとする指導になっている。
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5  指 導の成果を性急に求める傾向はないか。

□

□

□

□

指導の具体的な場面で,思 わずカ ッとなることがある。

指導にあたって,そ の場の感情をそのまま言動に表すことがある。

指導 したことを児童生徒はす ぐに実行すべ きたと考えている。

自分が予想 したとお りに児童生徒が動かないとき,待 つことがで きないでイ

ラする。

6  腕 力や体力など本来の指導力以外のものに頼 る指導 に陥っていないか。

□

□

□

ふだんから教師の権威 に頼 つた指導をしている。

指導力不足 を威圧や腕力で補おうとしている。

自分の学生時代に受けた体罰による指導を肯定 している。

7  部 活動の指導に,勝 利至上主義へのあせ りはないか。

□

□

□

□

□

大会で勝つことだけが目的 となつている。

大会で好成績 をあげることが部活動顧間の実力であると考えている。

運動技術が向上 しないのは,生 徒の責任だと思 う。

レギュラーの生徒ばか りを指導する傾向がある。

試合に負けたとき,急 に生徒の都合や予定 を無視 して,練 習スケジユールを変更

することがある。

8 体 罰に対する認識が不足していた り,意 識が低かったりすることはないか。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

ラ イ

体罰は必要悪 と考えることがある。

自分は体罰をすることがないから,関 係ないと思うことがある。

体罰が行われているのを見過 ごすことがある。

体罰が児童生徒に与える影響を無視する傾向がある

生徒指導には体罰はつ きものたと考えることがある。

体罰を行 う同僚 を指導力のある教師 と思 うことがある。

校 内暴力が増えれば ,体 罰も増えるのは許されると考えている。

生徒指導の係だから,あ る程度の体罰は許されると考えている。

生徒指導は生徒指導の係にまかせておけばよい と考えている。
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いじめの早期発見のポイント

い じめの早期発見

「い じめ」は,潜 在化 していて教師の目を盗んで行われる。例えば,見 た目には 「プロレス

ごっこ」や 「ふざけ合い」たったりして,教 師の目からますます見えにくくなつているが,い

じめの兆候は学校生活のいたるところに顔を出している。

2  学 校 における 「い じめ」のチェック と発見

1

2

遅刻 ,早 退 ,時 差登校が目立ち学校 を休みがちになる。

3

忘れ物が多 くな り,学 習意欲や成績が低下 して くる。

4

活気がな くおどおどしている。表情が暗 く周囲を気にする。

5

休憩時間や放課後に一人で 「ぽつん」としていることが多い。

6

クラプ活動への参加 をしぶった り,休 みがちになった りする。

7

い じめに関するチェック項 目

用事 もないのに職員室の様子をうかがった り,周 りをうろうろ した りする。

8

保健室への出入 りが多 くな り,始 業のベルがなつても教室に戻ろうとしない。

9

クラスの役員など突然やめたいと言つた り,係 りの仕事 をしな くなった りする。

10

係 りを選ぶ とき,ふ ざけ半分に推薦された りする。

掃除や後片付けな ど,仲 間が嫌がる作業 を一人で してい る。

12

人を無視 したあだ名 (パイキンなど)が つけられ ,し つ こ く言われる。

13

衣服の汚れや破れ ,手 足や顔面にす り傷や打ち身の跡が見 られる。

14

給食の時,敬 遠 しがちなメニューなのに山盛 りに盛 りつけてある。

食欲がなくな り,給 食を残すことが多い。

頭痛 ,腹 痛 ,吐 き気をよく訴える。

17

さほど親 しくもない仲間と一緒に トイレや空き教室から出て くる。

18

はさみやカッターなどの刃物を隠 して持ち歩 く。

授業 のは じめに用具が散乱 していた り,机 や椅子が乱れた りしている。

20

授業 に遅れた り,遅 れがちに教室に入って く

21

授業で質問に答えた り意見を言つた りする時,や じ,奇 声,笑 い声などがでる。

22

授業 に関係のない変な質問をする (させ られ る)。

０
る

持ち物が隠された り,「OO死 ね」などの落書きをされた りする。

チェック

24

周囲の子か ら 「クラスの恥」などと非難された りする。

ある,な い

周囲の子が,そ の子の机や椅子,持 ち物 にさわろうとしない。

ある,な い

●
る

ある,な い

「誰かこれをやつて くれないか」と言うと,特 定の子供の名前がでて くる。

27

傷,こ ぶ,な どの原因を 「自分が転んだ」 と嘘をつ く。

ある,な い

その子を褒めると嘲笑が起 こつた り,し らけた りする。

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

る 。

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い
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ある,な い

ある,な い
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3  家 庭 における 「い じめ」のチェックと発見

1

2

衣類の汚れが見 られた り,よ くけがをした りしている。

3

お風呂に入 りたが らな くなる。裸 になるのを嫌がる。

4

学用品や所持品を紛失 した り,壊 された りする。

5

教科書やノー トにいやがらせの落書きをされた り破 られた りしている。

6

食欲がな くなった り,体 重が減少 した りする。

7

い じめに関するチェツク項 目

寝付 きが悪かった り,夜 眠れなかつた りする日が続 く。

8

憂いにみちた表情で暗 くなる。

9

いらいらした り,お どおどした りして落ち着きがな くなる。

部屋 に開 じこもることが多 く,た め息をついた り涙を流 した りしている。

言葉遣いが荒 くな り,親 や兄弟などに反抗 した り八つ当た りする。

親か ら視線をそ らした り,家 族に話 しかけられるのを嫌がつた りする。

ナイフなどを持つ ことがある。

登校時刻になると,頭 痛,腹 痛,吐 き気など身体の不調を訴え登校を渋る。

転校ぅ学校 をやめたいと言い出す。

家庭か ら物品やお金を持ち出 した り,余 分な金品を要求 した りする。

親 しい友達が来な くな り,見 かけない者がよく訪ねて くる。

不審な電話やいやが らせの手紙や紙切れがある。

「どうせ自分はためた」
に関心を持つ。

投 げや りで集中力がわかない。ささいなことでも決断できない。

テ レビゲームなどに熱 中 し,現 実か ら逃避 しようとする。

22

家族 との対話を避けようとする。

チェック

●
る

電話に敏感 になる。

ある,な い

友達のことを聞かれ ると怒 りつぼ くなる。

ある,な い

などの自己否定的な言動が見 られ,死 や非現実的なこと

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

あるぅない

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い

ある,な い
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〔平成9年 12月9日 ヨ1令第34号〕

(目的)

第 1条  こ の訓令は、沖縄県職員 (特別職の職員を除く。以下 「職員」 とい う。)
が 当該職員の職務 に利害関係 のある業者及び個人 (これ らの者の集合体であって

法人格 を有 しないものを含む。)並 びに職員の地位等 の客観的な事情か ら当該職

員 が事実上影響力を及ぼ しうると考 え られ る他の職員 の職務 に利害関係 のある業

者及 び個人 (これ らの者の集合体であって法人格を有 しない ものを含む。)(以

下 これ らを 「関係業者等」 とい う。)と の接触等に関 し遵守すべき事項等を定め

るこ とにより、公正な職務の執行 を図 り、県民の疑惑や不信 を招 くよ うな行為を

防止 し、公務に対する信頼を確保す ることを目的とする。

(職員の基本的な心構え)

第 2条  職 員は、その服務 について、地方公務員法 (昭和25年法律第261号 )そ の

他 関係法令を遵守するほか、この訓令 に従わなければな らない。
2 職 員 は、すべて公務員が県民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないこ

とを 自覚 し、公正な職務の執行に当たるとともに、公恭の利益の増進を 目指 して

職務 を遂行 しなければならない。

3 職 員は、自らの行動が公務 の信用 に影響を与えることを認識す るとともに、 日

常の行動について常に公私の別 を明 らかに し、職務やその地位 を私的な利益のた

めに用いてはならない。

(管理 。監督者の遵守事項)

第 3条  本 庁課長相 当職以上の職 にある者及び出先機関の長の職 にある者 (以下
「管理 ・監督者」 とい う。)は 、率先垂範 して服務規律の確保 を図るとともに、

監督 責任を十分に自覚 し、部下職員 に対する指導監督を怠ってはならない。
2 管 理 ・監督者は、この訓令 の遵守について 自省 自戒及び率先垂範 し、あわせて

会議等の場を通 じて、相互の注意喚起 をす るとともに、その異動に際 しては、新

任者 に対 しこのことを徹底 させなければな らない。

(関係業者等 との接触に当たっての禁止事項)

第 4条  職 員は、関係業者等 との接触 に当たっては、次の各号に掲げる行為 を して

はな らない。ただ し、家族関係 、個人的友人関係等に基づ く私生活面における行

為であって、職務 に関係のないものについては、この限 りでない。

(1)会 食 (パーテ ィーを含む。)を す ること。

(2)遊 技 (スポーツを含む。)、 旅行 をす ること。

(3)転 任、海外出張等に伴 うせん別等を受けること。

(4)中 元、歳暮等の贈答品を受領す ること。

(5)講 演、出版物への寄稿等に伴い報酬 を受けること。

(6)金 銭、小切手、商品券等の贈与を受 けること。

(7)本 来 自らが負担すべき債務 を負担 させ ること。

,中 糸電 夢妻 辞義 聾乳 寺請 型里 友見 不呈
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(8)対 価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9)対 価 を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(10)前 各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益や便宜の供与 (社会一般 の

接遇 として容認 される湯茶の提供等を除 く。)を 受けること。

2 前 項の規定は、職務上必要な会議において会食 をする場合又は対価 を支払つて

会食 をする場合等例外的な場合であつて、次の各号に掲げる場合には、適用 しな

い。 ただ し、第 6条 に規定す る総括服務管理者があらか じめ指定す るものについ

ては、所属長において届出又は報告を了承 したものとみなす。

(1)事 前に所属長に対 し届出をしその了承を得た場合

(2)や むを得ない事情によ り前号の届出をすることができない場合 には、事後、

速やかに所属長に報告 しその了承を得た場合

(公益法人等、国及び他の地方公共団体への準用)

第 5条  前 条の規定は、職員が、公益法人等設立に許認可を要する関係法人 の役職

員 と接触す る場合について、これを準用する。

2 前 条の規定は、職員が、国、他の地方公共団体等の職員 と接触す る場合 につい

て、県民の疑惑や不信を招 くよ うなことの防止を基本 として、職務上の必要性 に

留意 しつつ、これ を準用する。

(総括服務管理者及び服務管理者)

第 6条  こ の訓令の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者及 び服務

管理者 を置 く。

2 総 括服務管理者は、総務部長 をもつて充てる。

3 服 務管理者は、別表に掲げる者をもつて充てる。

(総括服務管理者の任務)

第 7条  総 括服務管理者は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関 し、服務管理

者 と緊密な連携 を図るとともに、必要に応 じ、服務管理者 に姑 し、助言、指示 を

行 うものとする

(服務管理者の任務)

第 3条  服 務管理者 は、各部局において、この訓令 の遵守 及び服務規律の徹底に関

し職員 に対 し必要な助言、指導を行い、又は職員の相談に応ずるものとす る。

(服務管理者会議)

第 9条  こ の訓令の遵守及び服務規律の徹底 を図るため、服務管理者会議 を置 く。

2 服 務管理者会議 は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関 して必要な事項 に

ついて審議する。

3 服 務管理者会議 は、総括服務管理者及び服務管理者で構成 し、必要に応 じ、総

括服務管理者が召集する。

(違反行為があつた場合の処分等)

第10条 職 員が地方公務員法等関係法令に違反する行為又はこの訓令 に違反する行

為 (以下これ らを 「違反行為」 とい う。)を するおそれがあると認 められ る場合

においては、当該職員の所属長は、服務管理者 と連絡を取 りつつ、直ちに実情調

査 を行 わなければな らない。 この場合において、服務管理者 は、必要に応 じ、総
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括服務管理者に報告するものとする。

2 総 括服務管理者は、職員に違反行為があったと疑 うに足る相当の理由がある場
合においては、服務管理者 と連携 して、直ちに、当該職員から事情聴取を行 うな

ど実情調査を行い、この結果、違反行為があったと認められた場合においては、
知事に報告するものとする。

3 前 項の場合においては、知事は、その違反の程度に応 じて、当該職員に対 し地

方公務員法第29条に基づく懲戒処分又は訓告若 しくは厳重注意を行 うものとする。
4 知 事は、違反行為があったと認められる職員から辞職の申出があつた場合にお
いて、当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するときは、
その承認を留保 し、前項の措置を講ずるものとする。

(糸口貝U)

第H条  総 務部長は、この訓令の運用にあたり必要な細則を定めることができる。

附 則

この訓令は、平成 9年 12月9日 から施行する。

附 則

この訓令は、平成10年12月15日から施行する。
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沖縄 県教育委員会の所管に属する県の職員のセクシュアル ・ハラスメント防止規程

第 1条  こ の訓令は、沖縄県教育委員会の所管に属する県の職員 (以下 「職員」という。)

の良好な勤務環境の確保、職員の利益の保護及び職員の職務能率の発揮を目的として、

セクシュアル ・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル ・ハラス

メントに起因する問題が生 した場合に適切に対応するための措置に関 し、必要な事項を

定めるものとする。

(定義)

第 2条  こ の訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1)セ クシユアル ・ハラスメン ト 他 の者を不快にさせる職場における性的な言動及

び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2)セ クシユアル ・ハラスメントに起因する問題 セ クシュアル ・ハラスメントのた

め職員の勤務環境が害されること及びセクシユアル ・ハラスメン トヘの対応に起因

して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(所属長の責務)

第 3条  所 属長は、職員がその職務能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するた

め、セクシュアル ・ハラスメン トの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル ・ハ

ラスメントに起因する問題が生 じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講 じ

なければならない。この場合において、セクシュアル ・ハラスメン トに対する苦情の申

出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル ・ハラスメントに対する職員の

対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮 しなければ

ならない。

(職員の責務)

第 4条  職 員は、職員が認識すべき事項等について別に定める指針に従い、セクシュアル

・ハラスメントをしないように注意 しなければならない。

2 職 員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通 じ

た指導等によリセクシュアル ・ハラスメン トの防止及び排除に努めるとともに、セクシ

ユアル ・ハラスメン トに起因する問題が生 じた場合には、迅速かつ適切に対処 しなけれ

ばならない。

(苦情相談への対応)

第 5条  セ クシユアル ・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談 (以下 「苦情相談」と

いう。)に 対応するため、総務課及び県立学校教育課に苦情相談を受ける職員 (以下 「相

談員」という。)を 置 く。

2 相 談員は、総務課長又は県立学校教育課長の指名する者をもつて充てる。

3 学 校に勤務する職員を除 く職員については総務課長の指名する相談員が、学校に勤務

する職員については県立学校教育課長が指名する相談員が、苦情相談に対応するものと

する。

4 相 談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対

(趣旨)
(沖縄県教育委員会教育長訓令第 4号 )
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する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場

合において、相談員は、苦情相談への対応について別に定める指針に従い、関係者のプ

ライバシー、名誉その他の人権を尊重 しなければならない。

(補則)

第 6条  こ の訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関 して必要な事項は、教育長が

別に定める。

附 月J

この訓令は、平成 ■ 年 12月 1日 から施行する。
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教県第  5 4 1 号

教義第 3 6 1 号

平成 10年 5月 15日

各市町村教育委員会教育長

各  県  立  学  校  長   殿

各 教 育 事 務 所 長

沖 縄 県 教 育 委 員 会

教 育 長 安 室 肇

( 公印 省 略)

綱紀の粛正と服務規律の確保について (通知)

教職員の綱紀の粛正及び服務規律の確保については、かねてから機会あるごとに注意を

喚起 してきたところであ り、教職員においては公務に携わるものとして、自らがそれそれ

自覚 し行動 していることと存じます。

しかしながら、今回、新聞報道等で周知のとお り教職員の不祥事が発生し、県民に対し

教職員全体の信用失墜や不信の念を抱かせたことは誠に遺憾であ ります。

いうまでもな く、教職員は、児童 ・生徒の全人格的な発達を促すという責務のほか、全

体の奉仕者として公務に従事するという職責の特殊性から、教育公務員としての自覚と厳

正な行動が求められているところであ ります。

それゆえ、法令に抵触 してその職の信用と品位を失墜させるような行為は、厳に慎まな

ければならないところであ ります。

そこで、下記の事項について特段の指導をお願いします。

言己

教育公務員として絶えずその使命と職責の重大さを自覚 し、日頃から襟を正すとと

もに、自らの教育的良心と良識に支えられた職務の遂行に努めること。

教育活動において、児童生徒 1人 1人 の個性をかけがえのないものとして尊重 し、

その自主性 ・社会性の涵養に努めると共に、体罰等の違法な行為の根絶に努めるこ

と。

教職員は児童生徒の人権を尊重 し、児童生徒との豊かな信頼関係の構築に努め、行

き過ぎた指導や誤解を招 くような指導、法令等に抵触するような行為がないように

努めること。

教職員は児童生徒の模範となる立場にあり、不道徳な行動は厳に慎 しむこと。

金銭徴収等の際は会計の明朗化に努め、児童生徒 ・父母等から私的な金品等の授受

は厳につつしみ、少 しの疑念も抱かすことがないように努めること。

公用又は私用を問わず、自動車等の運転にあたっては、交通法規を遵守し、交通事

故の防止に努めること。

飲酒の機会がある場合でも節度ある行動に心がけ、深夜までの飲酒は慎むようにす

ること。

職場における相互理解のための人間関係づ くり、相談及び支援体制の構築をとおし

て教職員相互で切磋琢磨 し、支え合い改善 しあつて、明るく、なごやかさの中にも

厳 しさのある望ましい職場づ くりに努めること。

４

５
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各市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長

各県 立 学 校 長       殿

参 議 院 選 挙 が 近 く行 わ れ る こ と とな っ て お ります。

また 、 県 知 事 選 挙 や 各 地 方 選 挙 も行 わ れ る こ ととな って お り、 例 年 に な く選 挙 が

多 い年 と な っ て お ります。

公務 員 は、 全 体 の奉 仕 者 と して 公 共 の利 益 の た め に勤務 す べ き職 責 に か ん が み 、

選 挙 運 動 等 の 政 治 的 行 為 が 制 限 され て い る と と もに地位 利 用 に よ る選 挙 運 動 等 が 禁

止 され て い ます 。 特 に教 育 公 務 員 に つ い て は、 教育 の政治 的 中立 の原 則 に基 づ き、

学校 に お い て 特 定 の 政党 の支 持 又 は 反 対 の た め に政 治 的活 動 をす る こ と は禁 止 され、

さ らに 選 挙 運 動 等 の 政 治 的行 為 の制 限 等 につ い て も公職 選 挙 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例

法 に特 別 の定 め が な され て い る と こ ろ で あ ります。

教職 員 の 選 挙 運 動 等 につ い て は、 か ね て か ら注 意 を促 し、 協 力 を い た だ いて い る

と ころ で あ ります が、 これ か ら行 わ れ る 各 選 挙 に 当た って も下 記 の 事 項 に留 意 の 上

関係 法 令 の 周 知 徹 底 を図 り、 教 職 員 が 、 教 職 員 個 人 と して の 立 場 で 行 うか 教 職 員 団

体 等 の 活 動 と して 行 うか を 問 わ ず 、 こ れ らの規 定 に違 反 す る行 為 や、 教 育 の 政 治 的

中立性 を 疑 わ しめ る行 為 をす る こ と に よ り、 県 民 の教 育 に対 す る信 頼 を損 う こ との

な いよ う服 務 規 律 の確 保 につ いて 格 段 の 配 慮 を され る と と もに貴 管 下 の 所 属 職 員 に

以上 の 趣 旨 を周 知 せ しめ る よ う適 切 な 指 導 をお 願 い します。

記

選 挙 に お け る職 員 の 服 務 規 律 の確 保 につ いて ( 通知 )

教 義 第  7 3 0  号

教 高 第  1 0 3 3  号

平 成 1 0 年 6 月 2 4 日

沖 縄県 教 育 委 員 会 教 育 長

( 公 印  省  略 )

1  公 務 員 が そ の地 位 を利 用 して 選 挙 運 動 をす る こ とは全 面 的 に禁 止 され 、 また、

候 補 者 の 推 薦 、 後 援 団 体 の 結 成 に参 画 す る よ うな 選 挙 運 動 とみ な され る行 為 をす

る こ と も禁 止 され て い る こ と ( 公職 選 挙 法 第 1 3 6 条 の 2 ) 。

学 校 教 育 法 に規 定 す る 学 校 の 校 長 及 び 教 員 は、 学 校 の 児 童 ・生 徒 等 に対 す る 教

育 上 の 地 位 を 利 用 して 選 挙 運 動 を す る こ とが で き な い こ と ( 公職 選 挙 法 第 1 3 7

条 ) 。
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公務 員 には、 公 職 選 挙 法 に よ る規 制 の ほか 、 一 定 の 政 治 的 行 為 の制 限 が な され

て い る こ と ( 地方 公 務 員 法 第 3 6 条 及 び 国 家 公務 員 法 第 1 0 2 条 ) 。

( 1 ) 公 立 学 校 の 教 育 公 務 員 の 政 治 的 行 為 の 制 限 につ いて は 、 国 立 学 校 の教 育公

務 員 の例 に よ る もの で あ り ( 教育 公 務 員 特例 法 第 2 1 条 の 3 ) 、 国 立 学 校 の

教 育 公 務 員 につ いて 制 限 され て い る 「政 治 的 行 為 」 とは、 国 家 公 務 員 法 第 1

0 2 条 及 び これ に基 づ く人 事 院 規 則 1 4 - 7 に 規 定 され て い る政 治 的 行 為 を

指 す もの で あ る こ と。

( 2 ) し た が って 、 公 立 学 校 の 教 育 公 務 員 につ い て 制 限 され て い る政 治 的行 為 は、

教 育 公 務 員 以 外 の地 方 公 務 員 に制 限 され て い る政 治 的行 為 と は異 な る も ので

あ り、 か つ、 そ の制 限 の 地 域 的 範 囲 は 勤 務 地 域 の 内外 を 問わ ず 全 国 に及 ぶ も

の で あ る こ と。

以 上 の 選 挙 運 動 等 の禁 止 又 は 制 限 は、 公 務 員 と して の 身分 を有 す る限 り、 勤務

時間 内 外 を 問 わ ず 適 用 され る も の で あ り ( ただ し人 事 院 規 則 1 4 - 7 第 6 項 第 1

6 号 に つ いて は勤 務 時 間 内 に限 られ る。 ) 、 また 、 休 暇 、 休 職 ( いわ ゆ る在 籍専

従 も含 O c ) 、 育 児 休 業 、 停 職 等 に よ り現 実 に職 務 に従 事 しな い 者 に あ って も異

な る取 扱 い を受 け る もので は な い こ と。

選 挙 運 動 等 の禁 止 制 限 規 定 に違 反 す る行 為 は、 公 務 員 の服 務 義 務 違 反 と し て懲

戒処 分 の 対 象 とな る ば か りで な く、 上 記 1 ( 公 務 員 の 地 位 利 用 に よ る選 挙 運 動)

及 び 上 記 2 ( 教 育 者 の地 位 利 用 に よ る選 挙 運 動 ) の 場 合 に あ って は、 刑 事 上 の処

罰 の対 象 とな る も の で あ る こ と。

違 法 行 為 の例 を列 挙 す る と別 添 資 料 の とお りで あ る が、 具 体 的 事 例 に つ い て判

断す る に 当た って は、 右 欄 の 関 係 法令 を参 照 に して 誤 りな き を期 せ られ た い こと。
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各小 。中学校長

各市町村教育委員会教育長

各県立学校長       殿

各教育事務所長

部活動は児童生徒の心身の調和の とれた発達 と個性の伸長、社会性の育成等を図る上で極めて重要な
学校教育活動であ ります。

各学校においては、児童生徒 と教師の信頼関係を基本に した道切な指導がなされ、児童生徒の健全育
成に貢献 されていることに敬意を表 します。

さて、新学年度 のスター トに当た り健全な部活動指導の充実を通 して、児童生徒の安全 と健康増進 を
図ると共 に学校の活性化 をめざす必要があ ります。

ついては、下記の事項 について校長の リーダーシ ップのもと適切な部活動の運営が図られるよう指導
願います。

なお、部活動願間の指導に際 しては、学校の実態に応 じて、順問会や個別相談等の機会 を設けて指導
くださるようご配慮願い ます。

その他、学校教育全般 における危機管理体制の確立についてよろしくお願いします。

言己

(学校経営における部活指導の在 り方ついて〉
(1) 校 長の学校経営方針のもと、組織的、計画的な部活動の在 り方を推進 し、責任体制の確立を

図ること。

(2) 技 長自らが、部活動における児童生徒の活動状況、指導状況を把握 し、管理指導を図ること。
(3) 部 室、教官室等施設の道切な活用の在 り方及び環境条件の設定等に十分留意し、適切な運営が

図れること。

(4) 部 費等の会計事務の処理について十分に留意 し、信用あるものとすること。
(5) 父 母及び育成会、後授会等 との連携を深め、その信頼を図ること。

(願間の指導の在 り方について)

(1)順 問教師等と児童生徒の信頼関係を大切にし、児童生徒の自主的、実践的な態度の育成に努め
ること。

(2)指 導に際 しては、児童生徒の人格を尊重 し、体罰 ・暴言等の言動があってはならないこと。
(3) 夏 場の炎天下での長時間活動や土 。日 ・祝祭日の活動の在 り方については、過重な活動になら

ないよう、児童生徒の健康 ・体力面等に十分配慮すること。

(4) 異 学年男女合同での部活動においては、顕間教師と生徒、生徒間の人間関係を相互尊重 ・相互
信頼を基本にするとともに、特に、女生徒マネー

ジャーの役割を明確にし、不測の事態に至らな
いよう十分に配慮すること。

(5) 身 体接触 を伴う指導にあたっては、思春期にある児童生徒の心理的な特性に十分留意すること。

(6)特 に、合宿遠征等の実施に当たっては、被長の責任のもと父母の了解を得て道切な運営に留意
すること,

部活動等における指導のあ り方について (通知)

教県第 323号

教義第 207号

教保第 200号

平成10年4月 24日

沖縄県教育委員会

教育長 安 室 肇

( 公印 省 略)
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各 所 属 長 殿

先 日、本県教育職員が酒気帯び運転のうえ、交通事故を起 こし、被害者 を放置 し

たまま現場か ら立ち去るという悪質なひき逃 げ事件がありました。

この行為は、教育公務員 としてあつてはな らないものであり、県民の教育現場 に

対す る信頼 を失わせるもので、真 に遺憾な ことであ ります。教育委員会 としては、

このよ うな不祥事の再発を防止 し、県民の信頼を回復 しなければな りません。

貴職 においては、 日頃か ら各職員に対 し交通法規等の遵守について厳 しく指導 し

ている とは思いますが、特に下記の事項 に留意 し、重ねて指導するようお願 いしま

す。 また、 「交通事故 (違反)の 際取るべき措置」、 「交通事故等緊急連絡網」等

を作成 し、添付 してありますので指導の参考 にして ください。

なお、各学校等については、主管課の方か ら通知するようお願いします。

記

交通法規の遵守 について (通知)

教 総 第 8 6 8 号

平成 10年 10月 8日

沖縄県教育委員会教育長

1 交 通法規 を遵守 し、交通事故の防止 に努めること。万一、事故 を起 こしたとき

は、救急車 を手配する等、被害者の救護 に努めること。

2 酒 酔 い運転、酒気帯び運転 は、絶対 にしない こと。また、自動車等を運転す る

予定の者 に対 し、飲酒を勧めないこと。

3 交 通事故 に遭遇 したときは、警察署等へ通報するとともに、速やかに所属長ヘ

報告す ること。
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各所属長 (学校を除 く。)殿

職員の綱紀粛正及び服務規律の確保については、かねてから、注意を喚起 し

ているところですが、年末年始を控え、飲食、飲酒の機会が多 くなることから、

不祥事や交通事故等の発生防止のため、よリー層の配慮が必要であ ります。

特 に、長引 く不況により、県民の雇用 。経済 ・生活などの状況が、厳 しさを

増 している中にあって、職員一人一人が、このような社会情勢を強 く認識 し、

県民全体の奉仕者であるということを改めて自覚 した上で、県民本位の行政の

推進 に全力を尽 くすとともに公正な職務の執行に努め、県民の公務に対する信

頼 を確保するよう努めなければな りません。

貴職におかれましては、部下職員の指導 ・監督に鋭意努力されていることと

思いますが、下記事項に留意の上、県民の不信や疑惑を招 くような行為は厳に

慎むよう、綱紀粛正の徹底に万全を期されるようお願いします。

言己

職員の年末年始における綱紀粛正について (通知)

教 総 第 1

平成 11年

沖縄県教育委員会

教育長 翁 長良盛

1 4 5 号

1 2 月 2 0 日

1  国 家公務 員倫理法 (平成 1 1年 法律第 1 2 9号 )に 規定 す る職員が遵守す

べ き職務 に係 る倫理原則 に十分留意す るこ と。

2  職 務 上の利 害関係者等 との接触 に当たつては、沖縄県職員倫理規程 (平成

9年 訓令第 3 4号 )第 4条 に規定 す る禁止事項 (会食、贈答 品の受領等 )を

遵 守す ること。

自動車の飲酒運転は絶対にしないこと。また、飲酒の席でも、常に公務員

としての自覚を持ち節度ある行動をとること。

仕事納め、仕事始めの行事は、県民の不信を招 くことがないようにすると

ともに、公務に支障が生 じないようにすること。

5  そ の他、 日常生活を含め、職員として、その職の信用を傷つけ、又は職全

体の不名誉 となるような行為をしないこと。
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